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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県農業土木工事共通仕様書　一部改定新旧対照表　（令和６年１０月）　　　　　　　　　　（下線の部分は改定部分）　 

＜　改定後（令和6年10月）　＞ ＜　現　行（令和5年10月）　＞ ＜　備　考　＞

宮城県農業土木工事共通仕様書 宮城県農業土木工事共通仕様書  

目　　　次 目　　　次  

第１編　共通編 第１編　共通編  

　第１章　総　則 　第１章　総　則  
　　第１節　総　則                                                                  　　第１節　総　則  
　　１－１－１～４［略］ 　　１－１－１～４［略］  
　　１－１－５　施工計画書 　　１－１－５　施工計画書  
　　１　受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必 　　１　受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必  
　　   要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 　　　要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。  
　　　受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受 　　　受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受  
　　  注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員が 　　　注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員が  
　　  その他項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、簡易な工 　　　その他項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、簡易な工  
　　　事においては、監督監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 　　　事においては、監督監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。  

     （１）工事概要 　　　          （８）緊急時の体制及び対応      （１）工事概要 　　　         （８）緊急時の体制及び対応  
　　 （２）計画工程表 　　　　　　　　　                 （９）交通管理　 　　 （２）計画工程表 　　　　　　　　　               （９）交通管理　  
   　（３）現場組織表  　     　  （10）安全管理        （３）現場組織表  　     　（10）  安全管理  
     （４）主要機械 　　　      　（11）仮設備計画      （４）主要機械 　　　         （11）  仮設備計画  
     （５）主要資材 　　 　     　（12）環境対策      （５）主要資材 　　 　        （12）  環境対策  
     （６）施工方法 　　 　     　（13）再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理法      （６）施工方法 　　 　        （13）  再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理法  
     （７）施工管理計画 　　　　（14）法定休暇・所定休暇（週休二日の導入）      （７）施工管理計画 　　　　【新設】  
                           　　（15）その他                           　　               （14）その他  

   
    １－１－６～２１［略］     １－１－６～２１［略］  

   
    １－１－２２　建設副産物     １－１－２２　建設副産物  
    １　～　５　［略］     １　～　５　［略］  
    ６　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発     ６　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発  
　　　生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等 　　　生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等  
　　　に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職 　　  に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職  
　　　員に提出しなければならない。 　 　 員に提出しなければならない。  
        また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆       　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見や  
　　　が見やすい場所に掲げなければならない。 　　  すい場所に掲げなければならない。  
    ７　～　１５　［略］      ７　～　１５　［略］  

   
    １－１－２３～３３［略］     １－１－２３～３３［略］  
 　　  
　　１－１－３４　工事中の安全管理     １－１－３４　工事中の安全管理  

    １　～　８　［略］     １　～　８　［略］  

    ９　受注者は、公衆の見えやすいところに工事目的、工事期間、工事種別、発注者名、     ９　受注者は、公衆の見やすいところに工事内容、工事期間、工事種別、発注者名、受　  

　　　施工業者名及び連絡先を標示する標示板を設置しなければならない。 　 　 注者及び連絡先を標示する標示板を設置しなければならない。  
　　　　 　　　　　 　      
    １－１－３５～３８［略］     １－１－３５～３８［略］  

   
    １－１－３９　環境対策     １－１－３９　環境対策  
　　１　～　８　［略］  　 １　～　８　［略］  
　　９　エネルギーの削減 　　 【新設】  
        受注者は省エネルギーの観点から、現場事務所や工事車両・機械などの電気、燃料 　   
　　　 の使用量の削減を積極的に推進するものとする。 　   

   
    １－１－４０［略］　 　　１－１－４０［略］  

   
　　１－１－４１　交通安全管理 　　１－１－４１　交通安全管理  
    １　～　４　［略］     １　～　４　［略］  
    ５　受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持管理、     ５　受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持管理、  
　　　補修及び使用方法等の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合にお 　　　補修及び使用方法等の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合にお  
　　　いて、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合 　　　いて、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合  
　　　を除き、場所等の案内標識、工事中の標識等の設置その他の必要な措置を行わなければ 　　　を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。                
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＜　改定後（令和6年10月）　＞ ＜　現　行（令和5年10月）　＞ ＜　備　考　＞

  　６　～　９  ［略］  　　６　～　９  ［略］  
　　10　受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令（昭和36年政令第265号） 　　 10　受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令（昭和36年政令第265号）  
　　　第３条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第47条の２に基づ 　　　 第３条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第47条の２に基  
　　　く通行許可または、道路法第47条の10に基づき通行可能経路の回答を得ていることを確 　　　 づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。  
　　　認しなければならない。　   
   　   
　　１－１－４２　諸法令、諸法規の遵守 　　 １－１－４２　諸法令、諸法規の遵守  
    １　受注者は、工事の実施に当たっては、当該工事に関連する法令を遵守するものとし、      １　受注者は、工事の実施に当たっては、当該工事に関連する法令を遵守するものとし、  
　　　受注者の法令違反又は法令の不遵守により生じた損害その他の事項に対する一切の責任 　　 　受注者の法令違反又は法令の不遵守により生じた損害その他の事項に対する一切の責  
　　　は受注者が負うものとする。  　　　任は受注者が負うものとする。  
　　　なお、工事の実施に関連すると考えられる主な法令は、次に掲げる法律及びこれらに　 　　　 なお、工事の実施に関連すると考えられる主な法令は、次に掲げる法律及びこれらに  
　　　関連する法令である。 　　　 関連する法令である。  
　　 （1）～（71）　［略］ 　　 （1）～（71）　［略］  
　　　72　環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業の促進等に関す     　［新設］  
　　　　　る法律   
　　　　（令和４年　法律第37号）   
　       
    １－１－43～53　［略］ 　　 １－１－43～53　［略］  

   
　　１－１－54　週休二日の対応     　［新設］  
    １　受注者は、週休二日に取り組み、その実施内容を監督職員に報告しなければならない。   
    ２　受注者は、原則「現場閉所型」による４週８休以上の休日を確保すること。ただし、 　　  
　　　工期や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事については、発注者と   
　　　の協議により、「交替制」による４週８休以上に確保に努めなければならない。 　　  
　　 　　　  
　  １－１－55  石綿の使用の有無 　　　［新設］  
    １　受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿（アスベスト）の使       
　　　用の有無の「事前調査」を行わなければならない。石綿障害予防規則に基づく一定規   
　　　模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督署に届出を行わ   
　　　なければならない。また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しよ   
　　　うとするときは、宮城県知事に届出を行わなければならない。   

   
   

 第２編　材料　［略］　　　　　　　　　　　  第２編　材料　［略］  
　　　　   
 第３編　施行共通事項  第３編　施行共通事項  
  第３節　土工                                                                第３節　土工                                                               
　　３－３－１　［略］ 　　３－３－１　［略］  
    ３－３－２　掘削工     ３－３－２　掘削工  
   （1）～（4）　［略］    （1）～（4）　［略］  
    （５）掘削中及び掘削土を運搬する場合には、沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからな     （５）掘削中及び掘削土を運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないように努めな  
　　　　いように努めなければならない。　 　　　　ければならない。　  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


